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本手引きにおける、用語の略称について
船員法 → 船員法、法
船員法施行規則 → 規則
船員職業安定法 → 船員職安法
船員職業安定法施行規則 → 船員職安法規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 → 男女雇用機会均等法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

→労働施策総合推進法
船員の労務管理の適正化に関するガイドライン →労務管理適正化ガイドライン

※法令については、特に言及がない場合には、海事産業基盤強化法関係改正の完全施行後のもの
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